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毎
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行

○
告
示

保
安
林
の
指
定
（
長
門
市
）
（
森
林
整
備
課
）
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○
公
告

契
約
の
締
結
（
厚
政
課
）
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
三
件
）
（
商
政
課
）

二

…
…
…
…
…
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告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
の
所
在
場
所

長
門
市
渋
木
字
狐
尾
五
一
三
の
一
、
五
一
三
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
五
一
三

の
三
、
五
一
三
の
四
、
字
権
現
五
一
五
、
五
一
九
、
五
一
九
第
一
、
五
一
九
第
二
、
五
二
〇
、
五
二

一
の
一
か
ら
五
二
一
の
八
ま
で
、
五
二
三
の
一
か
ら
五
二
三
の
三
〇
ま
で
、
五
二
三
の
三
三
、
五
二

三
の
四
三
、
五
二
四
、
五
二
四
第
一
か
ら
五
二
四
第
八
ま
で
、
字
荒
ケ
垰
八
九
〇
の
三
・
八
九
〇
の

四
・
字
雁
尾
八
九
五
の
一
・
八
九
五
の
四
・
字
田
床
八
九
九
の
一
（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
た
た
ら
九
一
四
、
字
上
タ
タ
ラ
九
一
五
の
一
、
九
一
五
の
六
、
九
一
五

の
九
、
字
た
ゝ
ら
九
一
五
の
三
、
九
一
五
の
四
、
九
一
六
の
一
、
字
梅
ケ
迫
九
七
六
、
一
〇
三
二

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
長
門
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
及
び
長
門
市
経
済
観
光
部
農
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

（
四
九
四
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
出
先
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

山
口
県
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー

山
口
市
葵
二
丁
目
五
番
六
七
号

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
予
定
数
量

電
気

二
百
六
十
三
万
六
千
二
百
八
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

エ
フ
ビ
ッ
ト
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社

京
都
市
南
区
東
九
条
室
町
二
三
番
地

六

落
札
金
額
（
予
定
使
用
電
力
量
の
対
価
に
相
当
す
る
金
額
）

四
千
百
八
十
八
万
四
千
五
百
四
十
五
円

七

入
札
公
告
日

一
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平
成
二
十
八
年
九
月
十
六
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
所
長

調

恒
明

㈡

調
達
方
法

購
入

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

（
四
九
五
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
八
年
七
月
十
九
日
山
口
県
公
告
（
三
〇
四
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
防

府
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
四
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

工
労
働
部
商
政
課
及
び
防
府
市
産
業
振
興
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ア
ル
ク
三
田
尻
店

所
在
地

防
府
市
大
字
新
田
一
一
一
の
五

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

（
四
九
六
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
八
年
七
月
十
九
日
山
口
県
公
告
（
三
〇
五
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
岩

国
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
四
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

工
労
働
部
商
政
課
及
び
岩
国
市
産
業
振
興
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ヤ
マ
ダ
電
機
テ
ッ
ク
ラ
ン
ド
岩
国
店

所
在
地

岩
国
市
麻
里
布
町
一
丁
目
一
の
二

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

（
四
九
七
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
八
年
七
月
十
九
日
山
口
県
公
告
（
三
〇
六
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
山

口
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
四
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

工
労
働
部
商
政
課
及
び
山
口
市
経
済
産
業
部
ふ
る
さ
と
産
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま

す
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
小
郡

所
在
地

山
口
市
小
郡
前
田
町
二
の
一

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

二
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